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第１章 経営戦略改定の背景と概要  

 

１－１ 経営戦略改定の背景 

 我が国における水道事業は、その規模の大小を問わず、給水人口や料金収入の減少、水道施設

の老朽化による更新需要の増大、東日本大震災を踏まえた「強靭」さの抜本的な見直し等、厳し

い事業環境の変化に対応する必要があります。 

本村の簡易水道事業においても、人口減少社会の進行や節水機器の普及に伴う水道料金収入の

減少、施設の老朽化に伴う更新費用の増大などにより、厳しさを増している状況です。 

 このような中、将来にわたり安定した簡易水道事業を運営するために、厚生労働省では、新水

道ビジョンを２０１３年３月に策定し、取組の目指すべき方向性や重点的な実現方策を示してい

ます。また、総務省より「公営企業の経営にあたっての留意事項について」（２０１４年８月 

２９日付 総務省自治財政局公営企業課長・同公営企業経営室長・同準公営企業室長通知）や

「経営戦略の改定推進について」（２０２２年１月２５日付け 総務省自治財政局公営企業課

長・同公営企業経営室長・同準公営企業室長通知）が発信され、経営戦略の策定・改定により、

経営の基盤強化と財政マネジメントの向上を図ることが求められています。 

 本村においては、中長期的な視点から持続可能な事業運営を図ることを目的に、２０１９年 

３月に経営戦略を策定し、これに沿った取組を進めてきました。策定から５年が経過し、ＰＤＣ

Ａサイクル等を通じて、策定内容の見直しを図るべく改定を行いました。 

 

 

 

１－２ 計画期間 

 本戦略の計画期間は、２０２５年度から２０３４年度までの１０年間とし、策定内容について

は、社会情勢や経営状況等の変化を踏まえて、概ね５年毎に見直しを行うものとします。 
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第２章 簡易水道事業の概要  

 

２－１ 簡易水道事業の概要 

本村は、群馬県の北北東に位置しています。本村簡易水道の水源は全て、自然流下方式でポン

プ等を使用せずに送配水しています。水質は、軟水で、細菌はほとんど検出されず、次亜塩素に

よる殺菌のみで各家庭に給水されています。 

 現在は、村営の簡易水道６事業で村内の大部分の給水を行っています。 

 

表２－１－１片品村簡易水道事業の事業概要（２０２４年３月現在） 

事 業 名 称 供用開始年月日 計 画 給 水 人 口 計画一日最大給水量 

片品中央簡易水道 １９９１年１２月 ２日 ２，９７０人 ２，２８２．０㎥/日 

片品南部簡易水道 １９７４年１０月 ９日 １，９００人   ４１４．０㎥/日 

栗 生 簡 易 水 道 １９５６年 ９月２０日   １０１人    ２５．０㎥/日 

針 山 簡 易 水 道 １９５５年１１月３０日   １０６人    ３７．０㎥/日 

片品北部簡易水道 １９９３年１２月２７日 １，５６０人 １，５１２．０㎥/日 

戸 倉 簡 易 水 道 １９５６年１０月２２日   ３９０人   ３５８．５㎥/日 

 

 

 

 

２－２ 簡易水道事業の沿革 

本村簡易水道事業の歴史は古く、１９２５年に給水を開始した旧沼田町の上水道に次いで利根

郡では２番目に開設されました。１９２６年、幡谷発電所の建設に伴い、御座入地内に沈砂池を

設置した影響で、御座入下地区で飲用されていた流水が汚染、減水されました。この補償として

簡易水道が１９３１年１１月に新設されました。 

 その後、１９３７年、片品尋常高等小学校校舎の増設に伴い、鎌田部落（当時３０戸）が使用

していた唯一の浅井戸が埋められることになり、役場、小学校を含めた簡易水道が飲料水改良県

費補助金を得て設置されました。 

本村では、１９４９年の須賀川簡易水道設置に始まり、各部落で組合営の簡易水道ができ、中

里簡易水道が１９６７年に完成したことで、全村に簡易水道が普及しました。 

各簡易水道の管理運営は組合で行ってきましたが、１９６８年に１７組合が加入し、片品村の

村営水道として発足しました。 

１９５５年以降からスキー場の開設が相次ぎ、さらに、それによって民泊等の宿泊施設が増加

し、村民生活もトイレの水洗化が進んだ結果、水需要が高まりました。これらの水需要に対応

し、安定的に水を供給するため、水源の増設や簡易水道事業の統合を進めました。 
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１９７４年に花咲・山崎・摺渕・幡谷を統合して片品第２簡易水道事業を設置、１９７６年に

戸倉を片品第５簡易水道として設置、１９９１年に東小川・上小川・鎌田・須賀川・御座入・菅

沼・築地・下平を統合して片品第１簡易水道を設置、１９９３年に越本・中里・土出・新井・古

仲を統合して片品第３簡易水道を設置、栗生・針山簡易水道は水源の増設や配水池の整備を行

い、現在の６簡易水道事業となりました。 

また、栗生・針山簡易水道を除く、４簡易水道事業の名称は、片品第１簡易水道を片品中央簡

易水道に、片品第２簡易水道を片品南部簡易水道に、片品第３簡易水道を片品北部簡易水道に、

片品第５簡易水道を戸倉簡易水道に変更しました。（２００７年４月１日施行） 

 

 

２－３ 簡易水道事業の現況 

（２０２４年３月現在） 

・給水区域面積： １，３８６ha 

・年間有収水量： ５５８，８８２㎥／年 

・一日平均水量： １，５７１㎥／日 

・一日最大給水量： １，８１１㎥／日 

・ 有 収 率 ： ９７．２％ 

 

①給水 

供 用 開 始 年 月 日 １９３７年１１月１日 計画給水人口 ７，０７２人 

法適（全部・財務） 

・ 非 適 の 区 分 
法適（財務） 

現在給水人口 ３，７８１人 

有収水量密度※1 ０．４０３千㎥／ｈａ 

 

②施設 

水 源 □表流水 □ダム □伏流水 ■地下水 □受水 □その他 

施 設 数 
浄水場設置数  ０箇所 

管 路 延 長 １１１．０７㎞ 
配水池設置数 ３１箇所 

施 設 能 力 ９，１８５㎥／日 施設利用率 １５．５９％ 

 

 

 

 

 

 

 
※1 有収水量密度は、年間有収水量/計画給水区域面積で算出しました。 
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③料金 

料 金 体 系 の 

概要・考え方 

本村の水道料金は、口径別逓増型の基本料金と従量料金で構成される二部料

金制です。資産維持費は見込んでいません。 

料金改定年月日 
１９９６年４月１日 

※消費税のみの改定は含みません。 

出典：片品村簡易水道事業給水条例 

 

現行の料金体系は、以下の表のとおりです。 

 

表２－３－１ 片品村水道使用料金一覧表１ 

メーター給水による水道料金一覧表（消費税抜き） 

口 径 
基本料金（１か月につき 

使用水量１０㎥まで） 
従量料金（１㎥につき） 

１３mm １，０００円 

１０㎥超～５０㎥以下 

１００円 

５０㎥超 

１１０円 

２０mm １，１００円 

２５mm １，２００円 

３０mm １，５００円 

４０mm １，６００円 

５０mm ３，１００円 

７５mm ４，０００円 

※上記の金額には、消費税額及び地方消費税相当額は含まれていません。 

出典：片品村簡易水道事業給水条例 

 

表２－３－２ 片品村水道使用料金一覧表２ 

定 額 給 水 １世帯１，５００円、蛇口が１口増えるごとに４５０円を加算 

臨 時 用 基本料金１，０００円とし、１㎥ごとに１１０円の従量料金 

消火栓演習用 １栓、１０分間につき、１，０００円 

出典：片品村簡易水道事業給水条例 
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④組織 

 本村では農林建設課の中に上水道係、下水道係、農政係、森林係、土木係、環境係と複数の係

があります。上水道係は２名の職員（４０歳代１名、５０歳代１名）で構成されています。 

 

図２－３－１ 組織体制（２０２５年３月現在） 

 

 

２－４ これまでの主な経営健全化の取組 

 

項 目 実 施 概 要 

経営戦略 ２０１８年 ３月 

計画期間２０１９年～２０２８年 

安全な生活用水の供給に向けた経営の基本方

針を策定しました。 

地方公営企業法の適用 ２０２４年 ４月 
２０２０年に固定資産の評価 

２０２３年に会計システムの仮運用 

水道施設台帳の整備 ２０２２年 ３月 
施設の位置・詳細を写真を含めて、整備しまし

た。 

水道基盤強化に 

向けた検討 

２０２４年 ７月 

     １０月 

利根沼田圏域において、市町村が実施する「利

根沼田圏域水道基盤強化計画」の策定にあた

り、構成事業者として参加し、圏域内水道事業

の基盤強化に向けた様々な方策について協議

等を行いました。 

 

 

 

農林建設課

上水道係 職員２名

下水道係

農政係

森林係

土木係

環境係
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２－５ 経営比較分析表等を活用した現状分析（２０２３年度決算） 

 経営比較分析表は、地方公営企業の経営状況、課題を客観的に把握するとともに、現状・課題

の「見える化」を図るものです。本村簡易水道事業においても、経営比較分析表の公表を行って

います。本経営戦略では、経営比較分析表のうち、収益性、安全性、効率性、施設の老朽化状況

について、類似団体平均値※2と比較し、分析を行いました。 

１）収益性 

 ①収益的収支比率 

給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた額をどの程

度、賄えているかを表す指標です。 

本村簡易水道事業の収益的収支比率は９１．２２％、類似団体の平均値は７８．１４％であ

り、１００％を下回っていますが、類似団体より高い水準です。 

 

②料金回収率 

給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合を表します。 

本村簡易水道事業の料金回収率は８７．８８％であり、１００％を下回っています。数値が

１００％を下回っている場合、給水に係る費用が料金以外の収入により賄われていることを意

味するため、適正な料金収入の確保が必要です。 

 

 
※2本村簡易水道事業は、２０２３年度までは法非適用事業でしたが、２０２４年度からは法適用事業となりました。類似

団体平均値は、法非適用事業で給水人口規模区分２，００１人以上５，０００人以下の１１６団体の値です。 
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 ③給水原価 

  有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表します。 

  本村簡易水道事業の給水原価は１１６．４３円であり、類似団体平均値と比べると大きく下

回り、安価で給水できています。 

 

 

２）安全性 

 ①企業債残高対給水収益比率 

  建設改良に充てるために発行した企業債の未償還残高の給水収益に対する割合を表してお

り、企業債残高の規模と経営への影響を分析する指標です。 

  本村簡易水道事業の企業債残高対給水収益比率は３９８．４８％であり、類似団体平均値を

大きく下回っています。 
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３）効率性 

 ①有収率 

  年間配水量に対する年間有収水量の割合を示しており、水道施設を通して給水される水量が

どの程度収益につながっているかを表す指標です。 

  本村簡易水道事業の有収率は９３．４１％であり、類似団体の平均値を大きく上回っていま

す。 

 

 

②施設利用率 

  一日あたりの給水能力に対する一日平均給水量の割合を表したもので、水道施設の経済性を

総合的に判断する指標です。数値が大きいほど、効率的であるとされています。 

  本村簡易水道事業の施設利用率は１５．５９％であり、類似団体平均値を大きく下回ってお

り、施設に余剰が生じている状態です。 
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４）施設の老朽化状況 

 ①管路更新率 

  管路の総延長に対する１年間に更新された管路の割合を表すものです。 

  本村簡易水道事業の管路更新率は、類似団体平均を下回っており、今後、管路の経年化が進

行します。なお、２０２３年度は、法適用事業への移行準備のため、一時的に管路更新率は低

下しましたが、今後は、計画的な管路更新を予定しています。 

 

 

 

凡例：■健全資産：法定耐用年数を経過していない資産 

■経年化資産：法定耐用年数を超過したが、法定耐用年数の１．５倍は経過していない資産 

■老朽化資産：法定耐用年数の１．５倍を経過した資産 
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片品村簡易水道事業経営戦略 

  

第３章 将来の事業環境 

 

３－１ 給水人口の予測 

１）行政区域内人口の予測 

水道計画における人口の推定は、水道事業が単一の事業としてほかの計画や事業と無関係に計

画、運営されるものではないことから、村総合計画等に基づいて算定することを原則としていま

す。 

本村では、「尾瀬の郷片品村人口ビジョン」（以降、「人口ビジョン」と称する。）を２０１５年

１２月に策定し、人口の抑制に向け合計特殊出生率と純移動率（社会増減）の改善を前提とした

将来人口の目標を定めました。 

本推計では、人口ビジョンに提示された将来人口と、直近の実績値に基づいたコーホート要因

法※3による人口推計を比較検討した結果、人口ビジョンの値を採用しました。 

 

【行政区域内人口の推計条件】 

①人口ビジョンによる目標値を行政区域内人口の計画値に採用 

②人口ビジョンによる目標値は、５年毎の予測であるため、その間の年度は直線補完 

③人口ビジョンによる推計基準年度と水需要予測における行政区域内人口の基準年度には、差

異※4があるため、基準年度に補正 

④人口ビジョンによる予測値は２０５９年度までであるため、２０６０年度以降は、行政区域

内人口に対する前年増減率が、２０５９年度と同率で推移すると仮定 

 

 

図３－１―１ コーホート要因法による推計結果と人口ビジョン目標値の推移 

 
※3 コーホート要因法は、ある基準年次の男女別年齢集団（コーホート）を出発地点として、これに仮定された生存率と出

生率、性比、さらに移動率を適用して将来人口を計算する方式です。 

※4 人口ビジョンによる推計基準年度：４月１日、行政区域内人口推計の基準年度：３月３１日 
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片品村簡易水道事業経営戦略 

  

２）給水区域内人口 

給水区域内人口は、２０１９年以降、行政区域内人口に対して９９．６％で推移しています。 

よって、今後も同率で推移すると仮定し、給水区域内人口の計画値は、行政区域内人口の 

９９．６％としました。 

 

給水区域内人口の計画値―――行政区域内人口の９９．６％ 

 

 

３）給水人口 

 給水普及率は、２０１４年から２０１６年にかけて向上し、その後、概ね９６％で推移してい

ます。２０２３年において、簡易水道未加入人口は１５４人であり、自己水を使用しています。

今後も加入は無いものと仮定し、未加入人口は給水人口の減少率と同率で減少すると仮定しまし

た。 

 給水人口は、給水区域内人口計画値から未加入人口の計画値を控除して算定しました。 

 

給水人口の計画値（人）＝給水区域内人口計画値―水道未加入人口計画値 

 

 

図３－１－２ 給水人口及び普及率の計画値の推移 
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片品村簡易水道事業経営戦略 

  

３－２ 水需要の予測 

１）有収水量 

 本村簡易水道事業においては、用途別水量の統計を行っていないため、すべての有収水量を生

活用水量として統計処理しています。よって、生活用水量の予測値を有収水量の予測値としまし

た。 

 

有収水量（㎥／日）＝生活用水量の予測値 

（１）生活用水量 

  過去１０年間の実績から、時系列傾向分析※5と回帰分析※6による推計値を比較し、妥当性 

のある回帰分析による推計値を採用しました。 

 

生活用水量（㎥／日）―――回帰分析による推計値 

 

 

図３－２－１ 有収水量の推移 

 

 
※5 回帰分析の一つで過去の使用水量又は原単位の傾向が今後とも続くものとみなし、実績の趨勢に最もよく適合する傾向 

曲線を用いて推計する方法です。 

※6 原単位が使用水量のいずれを推計するかを検討した上で、水需要の変動に関係が深い社会・経済等の要因を説明変数と 

して回帰モデルを設定し、これに説明変数の将来値を与えて予測する方法です。 
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図３－２－２ 一日最大給水量及び一日平均給水量の推移 
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 過去１０年間の実績より、有効無収水量を推計し、有効率、負荷率を設定することで一日最大

給水量を予測しました。 
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有効無収水量は、過去１０年間の実績平均値より有効水量の２．９％として計画しました。 

有効無収水量（㎥／日）―――有効水量の２．９％（過去１０年の実績より） 

 

（２）無効水量 

本村簡易水道事業においては、無効水量の統計を行っていないため、本予測においては、今

後も無効水量を見込まないものとしました。 

 

無効水量―――見込まない 

（３）負荷率 

負荷率は、過去１０年間の実績最小値より、８１．０％として計画しました。しかし、今後、

給水人口の減少が見込まれることから、給水人口の減少とともに負荷率は微減傾向で推移する

ものと仮定しました。 

本予測においては、給水人口が１２５人減少する毎に負荷率を０．１ポイント減少させまし

た。 

 

負荷率の計画値―――８１．０％（給水人口１２５人減少毎に△０．１ポイント） 
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（４）一日最大給水量 

一日最大給水量は、一日平均給水量を負荷率で除することにより算出しました。 

 

一日最大給水量の計画値（㎥／日）＝一日平均給水量計画値（㎥/日）／負荷率計画値（％） 

 

 以上より、水需要の予測値は以下の通りです。 

 

 

図３－２－３ 水需要の推移と将来推計 
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表３－２－１ 水需要の推移と将来推計 

項 目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

行政区域内人口(人) 3,869  3,788  3,707  3,627  3,547  3,467  3,406  

給 水 人 口 ( 人 ) 3,704  3,626  3,548  3,471  3,395  3,318  3,260  

有 収 水 量 ( ㎥ ) 1,497  1,471  1,445  1,420  1,395  1,370  1,351  

一日平均給水量(㎥) 1,542  1,515  1,488  1,462  1,437  1,411  1,391  

一日最大給水量(㎥) 1,904  1,873  1,839  1,809  1,781  1,748  1,726  

項 目 2031 年度 2032 年度 2033 年度 2034 年度 2035 年度 2036 年度 2037 年度 

行政区域内人口(人) 3,345  3,284  3,223  3,163  3,104  3,045  2,986  

給 水 人 口 ( 人 ) 3,202  3,143  3,085  3,027  2,971  2,915  2,858  

有 収 水 量 ( ㎥ ) 1,332  1,313  1,294  1,275  1,256  1,238  1,219  

一日平均給水量(㎥) 1,372  1,352  1,333  1,313  1,294  1,275  1,255  

一日最大給水量(㎥) 1,702  1,680  1,656  1,633  1,609  1,586  1,563  

項 目 2038 年度 2039 年度 2040 年度 2041 年度 2042 年度 2043 年度 2044 年度 

行政区域内人口(人) 2,927  2,868  2,808  2,748  2,688  2,628  2,570  

給 水 人 口 ( 人 ) 2,801  2,746  2,688  2,630  2,573  2,515  2,460  

有 収 水 量 ( ㎥ ) 1,201  1,183  1,164  1,145  1,126  1,107  1,089  

一日平均給水量(㎥) 1,237  1,218  1,199  1,179  1,160  1,140  1,122  

一日最大給水量(㎥) 1,540  1,519  1,495  1,472  1,448  1,425  1,403  
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３－３ 料金収入の見通し 

 料金収入の予測は、供給単価に有収水量の予測値を乗じて算出しました。なお、供給単価は、

２０２４年度から地方公営企業法を一部適用したことによる影響を考慮し、２０１９年度から 

２０２３年度までの過去５年間における実績平均供給単価を採用しました。 

 

料金収入（円）＝供給単価（円／㎥）×年間有収水量（㎥） 

 

表３－３－１ 過去５年間の供給単価実績値 

 項 目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

供給単価(円/㎥) 112.70 89.20 113.39 86.52 81.48 

※供給単価の変動は、新型コロナウィルス感染症感染拡大に伴う行動制限により水需要が変化したことや、地方公営企業法適

用移行に伴う決算調整期間の一時的変更、漏水の有無などが影響しています。 

 

 料金収入は、有収水量の減少に伴い、２０年後の２０４４年度には２０２３年度の料金収入の 

８４．０％にまで減少することが見込まれます。 

 

 

図３－３－１ 料金収入の推移と将来推計 

 

 

３－４ 組織の見通し 
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第４章 経営の基本方針 

 

４－１ 経営の理念 

本村簡易水道事業では、２０２１年３月に策定した「第４次片品村総合計画後期基本計画（第

２期むら・ひと・しごと創生総合戦略）」で掲げた下記の基本方針を継続します。 

 

■片品村簡易水道事業の基本方針 

豊かな湧水の活用を図るとともに、未給水地区の解消、老朽施設の整備を進め、更新計画や

経営戦略を策定することで経営健全化を図り、将来に向けた効率的な運営と節水意識の向上に

努めます。 

出典：第４次片品村総合計画 後期基本計画（第２期むら・ひと・しごと創生総合戦略）Ｐ．９８ 

 

また、２０１３年３月に改訂され「新水道ビジョン」の水道の理想像「水道サービスの持続」、

「強靭な水道」、「安全な水道」を目標とし、施設の老朽化に伴う更新・整備と、災害発生時の対

応等の諸課題に対応しながら、将来にわたって健全な事業運営を図ります。 

 

 

 

 

図４－１－１ 基本方針と目標 

 

  

 

 

 

 

目標 

将
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に
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経営健全化への継続した取組

【強靭な水道】

管路・施設の強靭化

【安全な水道】

安全で安心な水道水の供給

基本方針 
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４－２ 実現に向けた取組 

１）水道サービスの持続 

 給水人口の減少により水需要が減少する一方で、施設や管路の経年劣化が進行しており、更新

費用の増加が予想されます。将来にわたり安定した簡易水道事業を運営していくためには、経営

健全化に向けた取組を図る必要があります。 

 

表４－２－１ 実現に向けた取組（水道サービスの持続） 

取組① 豊かな湧水について、その活用方法を検討します。 

取組② 水道料金について、適切な水準となるよう継続的な検討と検証を行います。 

取組③ 現地確認・調査を行い、管路情報管理システムの正確性を向上させます。 

 

２）強靭な水道 

施設・管路の経年劣化が進行しているため、計画的に更新する必要があります。また、自 

然災害や事故などの災害時の対応力強化も必要です。 

 

表４－２－２ 実現に向けた取組（強靭な水道） 

取組① 老朽化した施設・導水管などの管路を更新します。 

取組② 給水タンクの確保など、災害時の緊急給水体制を検討します。 

取組③ 鎌田・越本間の系統連絡管の布設を検討し、給水ルートの強化を図ります。 

取組④ 老朽化している水源の改修、防護フェンスの更新など、整備を行います。 

 

３）安全な水道 

 本村簡易水道事業では、湧水を次亜塩素酸により殺菌し、お客様に供給しています。これから 

も安全な水道水の供給に努めます。 

 

 表４－２－３ 実現に向けた取組（安全な水道） 

取組① 
水源の点検、維持、保全を計画的に行い、異常・不具合の早期発見に努めま

す。 

取組② 安全な水道水を供給する為に、水質管理体制の拡充を図ります。 

取組③ 調査により漏水個所の特定を行い、補修し、安全な給水を維持します。 

 

 

 

 

19



片品村簡易水道事業経営戦略 

  

第５章 投資・財政計画（収支計画） 

 

５－１ 投資・財政計画（収支計画） 

投資・財政計画（収支計画）計算書は、後記「投資・財政計画（収支計画）」を参照。 

 

 

５－２ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 

①収支計画のうち投資についての説明 

目 標 
施設・管路の経年劣化が進行しているため、事業継続に向け、計画的な更新を行

います。 

 

１）投資計画 

水道水を継続的に供給していくには、経年劣化した施設・管路の更新を計画的に実行し、健全

性を確保することが必要です。 

本村簡易水道事業においても、施設・管路の経年劣化が進行しており、今後、法定耐用年数を

超えた施設・管路が増加します。予防保全の考え方に基づき電気・機械設備の計画的な更新を行

い、管路に対しては、水道施設の重要度や優先度を考慮し、特に急所施設※7 である重要給水管路

の計画的な更新を行います。 

２０２５年度以降の計画は以下のとおりです。 

 

（１）電気設備の更新 

 予防保全の考え方に基づき、電気設備の腐食や消耗による能力不足、陳腐化の進行等に対処

するために、計画的に更新を行います。 

  計 画 期 間：２０２５年度～２０４４年度 

  概算事業費：９．４５百万円 

  事 業 概 要：電気設備の更新 

 

（２）機械設備の更新 

上記、電気設備の考え方と同様に、機械設備においても計画的に更新を行います。 

  計 画 期 間：２０２５年度～２０４４年度 

  概算事業費：２８．３５百万円 

  事 業 概 要：機械設備の更新 

 

 

 

 
※7 その機能を失えばシステム全体が機能を失う重要施設です。 
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（３）穴沢水源の整備 

老朽化した施設や設備を計画的に更新します。 

  計 画 期 間：２０２５年度～２０２６年度 

  概算事業費：２４．９０百万円 

  事 業 概 要：穴沢水源の整備（２０２５年度は調査のみ） 

 

（４）重要給水管路の更新（急所施設：導水管） 

重要給水管路は、災害時に特に給水が必要な避難所に水を供給する重要な管路です。 

  計 画 期 間：２０２５年度～２０４４年度 

  概算事業費：３７８百万円 

  事 業 概 要：ＤＩＰ．ＧＸΦ２００、ＨＰＰＥΦ１５０・Φ１００・Φ７５・Φ５０ 

 施工延長 Ｌ＝５，１２２ｍ 

 

（５）老朽管更新の更新（配水管） 

経年劣化した配水管や漏水事故等が発生した配水管を更新します。 

  計 画 期 間：２０２５年度～２０４４年度 

  概算事業費：５６．７百万円 

 

（６）簡易水道事業統合認可申請 

  同一行政区域内の簡易水道事業について、経営の効率化を図り、経営基盤の強化のため、現

在の６つの簡易水道事業を１つの簡易水道事業に統合します。 

  計 画 期 間：２０２６年度 

  概算事業費：１３百万円 

 

 

図５－２－１ 事業実施計画の期間 
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年度ごとの事業費の予定総額は以下のとおりです。 

 

 

図５－２－２ 建設改良費の推移 

 

 

２）投資目標 

 水道事業における業務指標（PI）を活用し、前項の投資計画に示した事業を実施した場合の業

務指標を用いて、今後の目標値を算定しました。 

 

目標 重要給水管路の耐震適合率：１０年後に３７．５％、２０年後に５２．５％ 

 

   重要給水管路の耐震適合率（％）＝（耐震適合管延長／管路延長）×１００ 

 

本村簡易水道事業における重要給水管路は、急所施設である導水管を指します。 

 計画的な更新を行い、耐震化を推進します。 

 

表５－２－１ 業務指標の目標値（重要給水管路の耐震適合率） 

業 務 指 数 ２０２３年度 ２０３４年度 ２０４４年度 

重要給水管路の 

耐 震 適 合 率 
２３．９％ ３７．５％ ５２．５％ 

※重要給水管の耐震適合率は、耐震適合管にHPPE を含んでいます。 
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３）減価償却費の推計 

（１）減価償却費 

既存資産は、固定資産台帳に登録済み資産の減価償却予定額を計上しました。 

新規取得資産は、事業額（税抜き）を基に施設ごとに計上しました。 

土木：６０年、機械：１５年、電気：２０年、管路：４０年 

 

図５－２－３ 減価償却費の推移 

 

（２）長期前受金戻入額 

既存資産は、補助金などで取得した資産について長期前受金戻入予定額を計上しました。 

新規取得資産は、国庫補助金を活用する年度は、取得予定資産額に対する補助金の割合を減

価償却費に乗じて長期前受金戻入額を計上しました。 

  法定耐用年数の設定値は以下の通りです。 

 

図５－２－４ 長期前受金戻入額の推移 
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（３）資産減耗費 

事業実施により除却される資産を考慮し、建設改良費に対して５％乗じた額と仮定しました。 

 

 

図５－２－５ 減価償却費の推移（資産減耗費） 

 

②収支計画のうち財源についての説明 

目 標 
水需要の減少が見込まれるため、料金水準の見直しを図ることで、他会計繰入金の

うち基準外繰入金を抑制し、簡易水道事業の健全化を目指します。 

 

１）財源 

 水道施設整備費国庫補助金を活用するとともに、本村簡易水道事業の収益性を改善して、投資

に必要な自己資金の確保を図ります。 

 

２）収支目標 

 投資財源を確保するためには、健全な経営を実現して、維持する必要があります。水道事業に

おける業務指標（PI）を活用し、料金回収率の改善を目標としました。 

 

目標１ 料金回収率：１００％以上 

 段階的な料金水準の見直しを図ることで、２０年後に料金回収率１００％以上を目指します。 

 

   料金回収率（％）＝（供給単価／給水原価）×１００ 

 

   供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量 

   給水原価（円／㎥）＝｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費）    

             －長期前受金戻入｝／年間総有収水量 
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表５－２－２ 業務指標の目標値（収支目標） 

業 務 指 数 ２０２３年度 ２０３４年度 ２０４４年度 

料 金 回 収 率 

（現行の料金水準の場合） 
７３．５％ 

８４．８％ 

（４３．６％） 

１００％以上 

（３７．８％） 

 

 

３）収支の見通し 

 本村簡易水道事業においては、水道施設や管路の健全性を維持することが安定した給水を行う

ための前提条件となります。健全性を維持するためには、経年劣化が進行した施設・管路を計画

的に更新する必要があります。 

 一方で、投資事業には財源が必要となるため、経営の効率化や投資の最適化を進めつつ、不足

する財源を確保するために料金水準の見直しを検討する必要があります。 

現行の料金水準で事業運営を行った場合と、料金水準を見直して事業運営を行った場合のシ

ミュレーションは以下のとおりです。 

 

（１）現行の料金水準で事業運営を行った場合 

  現行の料金水準で事業運営を行った場合の収支の見通しは、以下のとおりです。 

 

 

図５－２－６ 料金収入の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 
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収益的収支 

収益的収支は、給水人口の減少によって収入源である給水収益が減少し、支出が収入を上回

ります。そのため、赤字分は基準外繰入金で補填しています。 

 

 

図５－２－７ 収益的収支の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 

 

 

他会計繰入金 

収入源である給水収益の減少に伴う赤字額を補填するために、他会計繰入金のうち基準外繰

入金が増加します。 

   

 

図５－２－８ 一般会計繰入金の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 
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資本的収支 

事業の財源は、国庫補助金、企業債、自己資金を予定しています。資金残高として、収益的

支出と企業債償還金の半年分である４０百万円の確保を想定しました。 

 

 

図５－２－９ 資本的収支の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 

 

 

企業債発行額及び償還金 

企業債は、元利均等返済、借入期間３０年（うち据置期間５年）、利率２．０％で試算しまし

た。企業債償還金は、２０４４年度に１１．３３百万円になります。 

 

 

図５－２－１０ 企業債発行額及び償還金の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 
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建設改良費及び企業債比率 

資金残高として、企業債償還額の半年分である４０百万円の確保を目指した場合、起債比率

は、２０３１年以降に３８～４５％で推移します。 

 

 

図５－２－１１ 建設改良費及び企業債比率の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 

 

 

料金回収率 

本村簡易水道事業の料金回収率は１００％を下回っています。これは給水原価が供給単価を

上回り、給水に係る費用が料金収入以外の収入で賄われていることを示します。 

本村簡易水道事業の給水原価は、２－５経営比較分析等を活用した現状分析（２０２３年度

決算）③で示したとおり、給水人口区分の規模別類似団体平均値と比較して安価ですが、今後

は物価上昇などの社会情勢の変化により、上昇が見込まれます。 

また、供給単価は、類似団体平均値を下回っており安価であることから、給水原価に見合う

適切な料金水準に見直す必要があります。 

次頁に、類似団体平均値との供給単価の比較と料金回収率の推移を図示します。 
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図５－２－１２ 類似団体平均値との供給単価の比較 

※総務省の２０２３年度決算、経営指標算出元データより、給水人口２，００１人以上５，０００人以下の事業体における平

均値を示しました。 

（事業体は年度により増減があります。２０１９年度：２００団体、２０２０年度１６６団体、２０２１年度：１５７団体 

 ２０２２年度：１４８団体、２０２３年度：１１６団体） 

 

 

 

図５－２－１３ 料金回収率の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 
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経常収支比率 

収益の赤字を基準外繰入金で補填することにより、経常収支比率１００％を維持しています。 

 

 

図５－２－１４ 経常収支比率の推移（現行の料金水準で事業運営を行った場合） 

 

 

（２）料金水準を見直して事業運営を行った場合 

  本村簡易水道事業の健全化を図るため、段階的に料金水準の見直しを行った場合の収支の見

通しは以下のとおりです。 

 

表５－２－３ 料金水準の改定率（シミュレーション） 

年 度 改 定 率 

２０２７年度 改定率３５％ 

２０３２年度 改定率２５％ 

２０３７年度 改定率２０％ 

２０４２年度 改定率１５％ 
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本章における料金水準の見直しシミュレーションは、現状及び今後の投資・財政計画に

基づき、試算上で計画されたものです。この試算をもって料金改定を行うものではありま

せん。今後、実際の経営状況等を総合的に判断しながら、料金改定率やその時期について 

更なる審議を経て方針を決定します。 
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図５－２－１５ 料金収入の推移（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 

 

 

収益的収支 

料金水準の見直しを図ることで、収入源である給水収益が増加しますが、２０３６年まで、

赤字額を基準外繰入金で補填します。その後、２０３７年以降は損益の黒字を確保できる想定

です。 

 

 

図５－２－１６ 収益的収支の推移（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 
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他会計繰入金 

基準外繰入金は、徐々に減額させ、２０年後は０円にすることが可能となります。 

 

 

図５－２－１７ 一般会計繰入金の推移（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 

 

 

資本的収支 

事業の財源は、国庫補助金、企業債、自己資金を予定しています。資金残高の目標値として、

２０年後までに、１００百万円を確保することが可能です。 

 

資金残高目標値＝（収益的支出-減価償却費）＋企業債元本償還額＋資産維持費２％ 

 

 

図５－２－１８ 資本的支出の推移（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 
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企業債発行額及び償還金 

企業債は、元利均等返済、借入期間３０年（うち据置期間５年）、利率２．０％で計算しまし

た。企業債償還金は、２０４４年度に１０．６８百万円になります。 

 

 

図５－２－１９ 企業債発行額及び償還金の推移（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 

 

 

建設改良費及び企業債比率 

資金残高の目標値として、２０年後までに、１００百万円の確保を目指した場合、起債比率

は５０％前後で推移します。 

 

 

図５－２－２０ 建設改良費及び企業債比率の推移 

（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 
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料金回収率 

段階的に料金水準の見直しを行うことで、水道を提供するために必要な費用を料金収入で賄

うことができ、２０年後に料金回収率を１００％以上にすることが可能です。 

 

 

図５－２－２１ 料金回収率の推移（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 

 

 

経常収支比率 

経常収支比率は、収益的収支の改善に伴い、概ね１００％を維持することができます。 

 

 

図５－２－２２ 経常収支比率の推移（料金水準を見直して事業運営を行った場合） 
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③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

１）経常経費 

（１）委託料 

委託料は、直近 5 年間の実績平均（２０１９年度から２０２３年度）で一定としました。 

なお、２０２６年度は簡易水道事業総合認可申請の費用を含んでいます。 

 

（２）修繕費 

修繕費は、資産の老朽化に伴い、５年毎に２％上昇すると仮定しました。 

 

（３）動力費 

動力費単価は、物価上昇を考慮し、毎年０．９％上昇すると仮定しました。 

 

動力費＝有収水量（見込み）×直近の有収水量１㎥あたりの費用（動力単価） 

 

（４）薬品費 

薬品費は、物価上昇に伴い、毎年０．９％上昇すると仮定しました。 

 

（５）職員給与費 

職員給与費は、物価上昇に伴い、毎年１％上昇すると仮定しました。 

 

 

２）支払利息 

（１）既発債 

既往の償還計画表に基づき、各年度の予定額を計上しました。 

 

（２）新発債 

元利均等返済、借入期間３０年（うち据置期間５年）、利率２．０％で試算した予定額を計

上しました。 
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片品村簡易水道事業経営戦略 

  

５－３ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 

①投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

広域化 
国の方針や県内の水道事業体の動向を引き続き注視して

いきます。 

民間の資金・ノウハウ等の活用 

（ＰＰＰ/ＰＦＩ等の導入等） 

近隣団体や同規模団体等の動向を引き続き注視していき

ます。 

アセットマネジメントの充実 

（施設・設備の長寿命化等による 

投資の平準化） 

アセットマネジメント策定について、今後検討を進めて

いきます。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 

水需要予測に基づき、ダウンサイジングについて今後検

討を進めていきます。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

水需要予測に基づき、施設・設備の適正化について、今

後検討を進めていきます。 

その他の取組 
新技術、ＩＣＴ活用等、維持管理性の向上や経費の削減

について、検討を進めていきます。 

 

②財源についての検討状況等 

料金 
本経営戦略では、２０２７年から５年毎に料金改定を行

うシミュレーションとしています。 

企業債 
国庫補助金の積極的な導入により企業債を抑制させる計

画としています。 

繰入金 基準内繰入の適用拡大について継続的に検討します。 

資産の有効活用等による 

収入増加の取組 

遊休資産が発生した場合は、その用途について今後検討

を進めていきます。 
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片品村簡易水道事業経営戦略 

  

５－４ 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 本経営戦略は、ＰＤＣＡサイクルによる進捗状況等の評価・検証を行ったうえで、お客様の

ニーズや社会環境変化等を踏まえ、適宜修正を行います。具体的には、毎年の決算が公表された

後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合を検証し、後年に影響が出てくる場合

は収支計画を修正します。 

 また５年ごとの見直しにより、最新の状態に改訂します。 

 

 

図５－４－１ ＰＤＣＡサイクル 

Ｐ

（計画）

Ｄ

（実施）

Ｃ

（評価）

Ａ

（改善）
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